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議会運営委員会  

 

日 時   平成３０年６月１２日（火） 午後  時  分～ 

  場 所   第３委員会室 

 

１ 追加議案について 

 

２ 組織改編に伴う変更について 

 

３ ６月１４日本会議の議事について 

（１）議事日程 

  第１ 一般質問 

（諸報告） 

  第２ 報告第１号、報告第２号及び第１号議案から第６号議案 

（質疑、付託） 

  第３ 第７号議案（提案理由説明、質疑、付託） 

（２）諸報告：地方自治法第１８０条：１件、法人経営状況説明書類：８件 

（３）質 疑：日程第２に係る質疑順序 ①     ②     

（４）付託先：別紙付託表のとおり 

◎付託表は１４日議場へ持参 

 

４ 陳情・要望について 

（１）非核・平和施策に関する要望書 ≪総務文教常任委員会≫ 

（２）開発許可権限の権限移譲のあり方と事務処理能力を点検され、即刻

「特区」の見直しを働きかけられたい。併せて、開発許可権限の移譲に

ついて京都府との再協議を働きかけられたい。（要望書） 

≪産業建設常任委員会≫ 

 

 

【裏面に続く】 
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５ 議会基本条例検証について 

（１）検討様式の提出 ※各会派で取りまとめ（締切：６月２２日） 

（２）検討実施の日時 ６月  日（ ）  時 

 

６ その他 

（１）意見書等提出期限 ６月19日（火）委員会終了時 

（２）討論通告期限   ６月21日（木）16:00 

（３）議会だよりの原稿（議運視察）【別紙№１】 

（４）当面の会議予定 

 ６月15日（金）10:00～ 総務文教常任委員会 

   18日（月）10:00～ 環境厚生常任委員会 

   19日（火）10:00～ 産業建設常任委員会 

   20日（水）（委員会予備日） 

21日（木）14:00～ 幹事会、議会運営委員会 （会派会議） 

※議運等の事前調整は21日（木）13:30～ 

   22日（金）10:00～ [６月議会最終日] 

各委員会（委員長報告の確認） 

（終了後） 

議会運営委員会（会派会議） 

本会議（採決等） 

 





















































議会基本条例検証項目一覧 平成３０年６月１２日
【会派名：　　　　　　　　　　　　】

章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証

目
的

第
１
条

　この条例は、議会及び議員に係る基本事項
を定め、市民の信頼に応える責任ある活動に
より亀岡のまちづくりを推進し、市民福祉の
向上に寄与することを目的とする。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議会は、市民の代表で構成する市の意思決
定を行う議事機関であり、議決の責任を負
う。（H26一部改正）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

2 議会は、行政活動の監視及び政策の立案を
行う。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議会は、次の各号に掲げる原則に基づき活
動しなければならない。

⑴　公平性及び透明性を確保し、市民に開か
れた議会運営を行うこと。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑵　市民に積極的な情報公開を行うととも
に、説明責任を果たすこと。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑶　自由闊達な討議を行い、市政の課題に関
する論点及び争点を明らかにするよう努める
こと。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑷　市政への市民参加を推進すること。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑸　市民の意見を的確に把握し、市長等との
対論を通じて、より良い政策及び施策の実現
につながるよう努めること。（H26一部改
正）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、
活動しなければならない。

⑴　議会が言論の場であることを認識し、議
員間の自由な討議を尊重すること。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑵　市政の課題全般について、市民の意見を
的確に把握するとともに、自らの資質の向上
に努め、市民の代表としてふさわしい活動を
行うこと。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑶　議会の構成員として、一部の団体又は地
域等に偏ることなく、市民全体の福祉の向上
を目指して活動すること。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議員は、議会活動を行うため、会派を結成
することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共
有する議員で構成し、活動する。

第
３
条

議
員
の
活
動
原
則

第
５
条

【運用基準２】会派の役割を明確化

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

第
４
条

会
派

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

今後の方向性

第
１
章
　
総
則

議
会
の
役
割

第
２
条

第
２
章
　
議
会
及
び
議
員
の
活
動
原
則

議
会
の
活
動
原
則 第１章（目的）・第２章（活動原則）に

基づく具体的規定である第３章以降
の各条項に掲載。

＊各条項に係り、現状で課題と思

われることや今後議論すべき点

などを、事前に各会派（会派に属

さない議員含む）で取り上げてく

ださい。
（6月議会最終日までに提出してく
ださい）

＊この欄は記入いただく必要はあり
ません。

↓
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議会基本条例検証項目一覧 平成３０年６月１２日
【会派名：　　　　　　　　　　　　】

章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証 今後の方向性

議員は、特定の市政の課題について会派を超
えて共同して調査研究を行うため、政策研究
会を結成することができる。（H28追加）

2 政策研究会は、政策立案又は政策提言の具
現化を図り、活動の成果を議会活動に反映す
るよう努めるものとする。（H28追加）

　議会は、会議を原則公開とする。

【運用基準３】公式な会議の全てを公開対象

・委員会傍聴を許可制から届出制に改正（委員
会条例）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

2 議会は、市民に対し積極的に議会審議等に
係る情報を公開及び提供し、説明責任を果た
さなければならない。

【運用基準３】傍聴者への資料提供

・本会議のライブ中継・録画配信（H21.12～）
・議会報告会の開催（※第7条にも記載）
・土曜議会開催（H22.3・H24.3代表、H25.3個人）
・議案の賛否状況の公開
・委員会記録・資料の公開（H23.9～）
・議会だよりの充実（H24.4～16Ｐ改編）
・一般質問通告の具体化（H24.6～）
・予算・決算審査の録画配信（H25.9～）
・会議録検索システムの公開・機能性向上
・フェイスブックによる情報発信（H26.4～）
・傍聴規則の改正（H27.1）→筆記のためのＰＣ
利用等、現状に即して見直し
・議長記者会見の実施（H27)
・議会バックボードの作成（H27)
・本会議のライブ中継・録画配信のスマートデバ
イス対応（H29）　（※第１６条にも記載）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

3 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用
し、専門的知見又は政策的意見を討議に反映
させるよう努めるものとする。

・参考人制度の活用
　H25：4回（常任委員会・決算特別）
　H26：4回（常任委員会・議運・決算特別）
　H28：1回（常任委員会）
　※ただし、京都スタジアム(仮称)検討特別委
員会において、専門家会議座長、京都府職員を
招致し、協議会形式で調査を実施
　（Ｈ28：1回、Ｈ29：3回）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

4 議会は、請願及び陳情を政策提言と位置付
け、その審議等において、当該請願又は陳情
の提出者が希望した場合は、その意見を聴く
機会を設けることができるものとする。
（H26一部改正）

【運用基準４】会議における請願者等の意見陳
述機会を制度化（手続きを規定）

　Ｈ27：5回、Ｈ28：2回、Ｈ29：5回

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

5 議会は、市民の多様な意見を把握し、議会
活動に反映させるとともに、市民が議会の活
動に参加する機会の充実を図るものとする。
（H26追加）

・意見交換会（わがまちトーク、委員会の意見交
換会）等の開催（第7条に記載）
・議員団研修の公開
・議場の多目的活用（亀岡祭くじ取り式等）
・定数、報酬のパブコメ実施等（H26）
・子ども議会、高校生議会を実施（H27、H28）
※Ｈ30は中学生議会を実施

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

第
３
章
　
市
民
と
議
会
の
関
係

市
民
参
加
及
び
市
民
と
の
連
携

第
６
条

政
策
研
究
会

第
５
条
の
２

【運用基準２の２】政策研究会の要件等、調査
活動形態

・政策研究会を基本条例に規定（H28）
　H26：4名（児童虐待及びいじめ防止基本条
例）
　H27：5名（農林観光政策）
（※第１４条の３にも記載）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

＊この欄は記入いただく必要はあり
ません。

↓
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議会基本条例検証項目一覧 平成３０年６月１２日
【会派名：　　　　　　　　　　　　】

章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証 今後の方向性

　議会は、議会の説明責任を果たすととも
に、市民の意見を議会活動に反映させるた
め、議会報告会を毎年開催するものとする。
（H26全改）

・各定例会後に議会報告会を開催（H22.11～
H25.11）
・各定例会後に議会報告＆わがまちトークを開
催（H25.5～H28.2）
・3月、9月定例会後に議会報告会を開催（H28.4
～H29.10）
・所管委員会での意見対応（分類）

　・議会報告会のあり方を検討

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

2 議会は、議会の政策形成等に関して、市民
との意見交換の場を多様に設けるものとす
る。（H26追加）

【運用基準５】意見交換会の実施フロー

・委員会の意見交換会の開催
　H26：1回（商業協同組合）
　H27：2回（NPO子育てネットワーク、観光協会）
　H28：1回（商店街連盟）
　H29：2回（体験型子ども食堂、商工業団体）
・わがまちトーク（テーマ別）の開催
　H26：2回（放課後児童会、議会の広報広聴）
　H27：1回（NPO団体）
・わがまちトーク（自治会版）の開催
  H28：5回、H29：4回
・わがまちトーク（各種団体版）の開催
  H29：1回（成人式実行委員会）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議会審議における議員と市長等は、次の各
号に掲げるところにより、緊張関係の保持に
努めなくてはならない。

⑴　議員は、本会議における一般質問等を行
うに当たっては、市政の課題に関する論点及
び争点を明確にして行うものとする。（H26
一部改正）

・質問通告書様式変更（具体化）（H24.6～）
・一問一答制の導入（個人質問）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑵　本会議及び委員会に出席した市長等及び
その他の職員は、議長又は委員長の許可を得
て、議員の質問又は質疑に対して反問を行う
ことができる。（H23一部改正）

【運用基準６】反問権の拡大（制限の撤廃）によ
り、目的・手続きを明確化 □Ａ：達成

□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議会は、市長が提案する重要な政策等につ
いて、議会審議における論点を明確にし、そ
の水準を高めるために、市長に対し、次の各
号に掲げる事項について明らかにするよう求
めるものとする。
⑴　提案の理由及び経緯
⑵　他の自治体の類似する政策等との比較検
討
⑶　市民参加の実施の有無とその内容
⑷　総合計画との整合性
⑸　政策等の実施に係る財源措置
⑹　将来にわたる政策等のコスト計算

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

2 議会は、提案される予算及び決算の審議に
当たっては、前項の規定に準じて、わかりや
すい施策別又は事業別の説明資料を作成する
よう求めるものとする。

【運用基準７】予算、決算審査時の説明資料

・予算「一般会計当初予算案施策の概要」
・決算「主要施策報告書」

　・予算審査時の提出資料等について検討
□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

第
４
章
　
議
会
と
市
長
等
の
関

議
員
と
市
長
等
の
関
係

第
８
条

議
会
審
議
に
お
け
る
論
点
の
明
確
化

第
９
条

議
会
報
告
会
等

第
７
条

＊この欄は記入いただく必要はあり
ません。

↓
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議会基本条例検証項目一覧 平成３０年６月１２日
【会派名：　　　　　　　　　　　　】

章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証 今後の方向性

政
策
執
行
に
対
す
る
評
価

第
１
０
条

　議会は、市長等が行う政策について、市民
福祉向上の観点から不断に点検するととも
に、その有効性及び効率性等について評価し
なければならない。

【運用基準８】事務事業評価を発展して対応
　・予算・決算審査方法の検討

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

文
書
に
よ
る
質
問

第
１
０
条
の
２

　議会又は議員は、市長等に対して、文書に
より質問することができる。（H24追加、
H28・H30一部改正）

【運用基準１０】文書質問の手続きを規定

・通年議会実施にあわせ改正（H30）
　H24：2回、H25：2回、H26：1回、H27：2回

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

決
議
等
へ
の
対
応

第
１
０
条
の
３

　議会は、本会議において可決した決議及び
採択した請願が市政執行に関するものである
ときは、市長等に対し、当該決議及び請願に
関する事後の状況、対応等を遅滞なく報告す
るよう求めるものとする。（H26追加）

【運用基準１１】決議（附帯決議）・請願への対応
義務付け（条例改正で追加）
　
　Ｈ28：１回（請願：私立幼稚園就園補助金）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

9
6
・
2
議
決
事
項

第
１
１
条

　地方自治法第96条第2項の議会の議決事項
は、議会が、市政における重要な政策の決定
に参画する観点と、市長の政策執行上の必要
性を比較し、別に条例で定める。

【運用基準９】議決事項を拡大するときは理事
者と協議し、十分な準備期間を与える

・議決事項追加（Ｈ22）
　→総合計画の基本構想及び基本計画
　　（Ｈ28特別委員会設置による審査を実施)

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議会は、市政の課題に関する調査のため必
要があると認めるときは、議決により、学識
経験を有する者等で構成する調査機関を設置
することができる。

2 議会は、必要があると認めるときは、前項
の調査機関に、議員を構成員として加えるこ
とができる。

3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、議
長が別に定める。

定
例
会
の
回
数
及
び
会
期

第
1
3
条

　定例会の回数及び会期は、議案の審議等に
あたり、議会の機能を十分発揮できる期間を
確保し、決定する。
2 定例会の招集の回数は、別に条例で定め
る。

・常任委員会審査の原則別日開催
・通年議会の導入（H30）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

【運用基準１２】調査機関の設置は、議決の後
要綱を定めて運営する。
（事例なし）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

関
係

第
５
章
　
議
会
の
機
能
の
強
化

調
査
機
関
の
設
置

第
１
２
条

＊この欄は記入いただく必要はあり
ません。

↓
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議会基本条例検証項目一覧 平成３０年６月１２日
【会派名：　　　　　　　　　　　　】

章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証 今後の方向性

　議員は、議会が自由な議論を行う場である
ことを認識しなければならない。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

2 議員は、議会の運営及び議案等の審議又は
審査において、議員相互間の自由討議に努
め、議論を尽くし、議会の意思を決定しなけ
ればならない。（H26一部改正）

【運用基準１３】委員間討議の実施目的、審査
順序及び討議方法等を明確化（Ｈ28） □Ａ：達成

□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

3 議員は、議員相互間の自由討議により合意
形成し、政策立案、政策提言等を積極的に行
うよう努めるものとする。（〃）

政策研究会
　H26：4名（児童虐待及びいじめ防止基本条
例）
　H27：5名（農林観光政策）
環境厚生常任委員会
　Ｈ29（子どもの貧困について政策提言）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

委
員
会
の
活
動

第
１
５
条

　委員会は、その特性を活かし、専門的及び
具体的な議論により、議案等の審査及び所管
事項に関する事務の調査を行わなければなら
ない。（H26一部改正）

・常任委員会の月例開催
・監査委員の常任委員就任

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

広
報
広
聴
の
充
実

第
１
６
条

　議会は、情報通信技術の発達を踏まえた多
様な手段を活用し、広く市民の議会や市政に
対する関心を高めるよう、効果的な広報広聴
活動に努めるものとする。（H26全改）

【運用基準１４】広報広聴を所管する組織の設
置等

・広報広聴特別委員会の設置（H23～）
・広報広聴会議の設置（H25～）
・ソーシャルメディア運用方針、運用ガイドライン
の策定、フェイスブックの開設（H26.4～）
・無料アプリ「マチイロ」（ｉ広報紙）の運用開始
（H28～）
・本会議のライブ中継・録画配信のスマートデバ
イス対応（H29～）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

議
員
研
修
の
充
実

第
１
７
条

　議会は、議員の政策形成及び立案能力の向
上等を図るため、議員研修の充実強化を図る
ものとする。

【運用基準１５】議員団の主催により行う。加え
て府市町村振興協会等が主催する各種研修会
へ積極的に参加

・議員の紹介又は提案等により講師を招へい

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議会は、議会の政策形成機能を向上させ、
議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会
事務局の機能強化及び組織体制の整備に努め
るものとする。（H26全改）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

2 議長は、議員の政策形成及び立案能力の向
上のため、議会事務局の調査・法務機能の充
実強化を図るよう努めるものとする。（H26
追加）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議員は、市民の厳粛な信託に応じるため、
高い倫理的義務が課せられていることを自覚
し、議員としての品位を保持しなければなら
ない。

2 議員の政治倫理は、別に条例で定める。

第
１
９
条

・政治倫理条例の制定（H20.3）

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

議
員
の
政
治
倫
理

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

第
６
章
　
議
会
の
運
営

議
員
間
の
自
由
討
議

第
1
4
条

議
会
事
務
局

第
１
８
条

＊この欄は記入いただく必要はあり
ません。

↓
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議会基本条例検証項目一覧 平成３０年６月１２日
【会派名：　　　　　　　　　　　　】

章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証 今後の方向性

　議員定数の改正に当たっては、行財政改革
の視点だけではなく、市政の現状と課題、将
来の予測と展望を考慮するものとする。

2 議員定数は、別に条例で定める。

　議員は、議員報酬が市民の負託を受けた議
員の職務遂行に対し支給されるものであるこ
とを自覚しなければならない。

2 議員報酬は、別に条例で定める。

　政務活動費は、政策の立案及び提案並びに
市政に関する調査研究その他の活動に資する
ために交付するものとする。（H25一部改
正）

2 政務活動費の交付に関する条例に定めると
ころにより、政務活動費の交付を受けた会派
又は議員は、これを適正に執行しなければな
らない。（H25追加）

・政務活動費運用基準に沿った運用 　・政務活動費の検討
□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

3 議会は、政務活動費の使途について公開し
なければならない。

【運用基準１６】政務活動費収支報告書の公開
□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

最
高
規
範
性

第
２
３
条

　この条例は、議会における最高規範であ
る。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

条
例
の
検
証
及
び
見
直
し

第
２
４
条

　議会は、この条例の目的が達成されている
かどうかを定期的に検証し、必要があると認
めるときは、この条例の規定について検討を
加え、その結果に基づいて所要の措置を講ず
るものとする。（H26全改）

【運用基準１７】任期中間年及び最終年に議運
で実施
（前回：H28.6～12（任期中間年に実施）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

政
務
活
動
費

第
２
２
条

第
８
章
　
最
高
規
範
性
及
び
検
証
等

第
７
章
　
議
員
の
政
治
倫
理
及
び
待
遇
等

議
員
定
数

第
２
０
条

・議員定数の検討（H26）→定数2人削減

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

議
員
報
酬

第
２
１
条

・議員報酬の検討（H26）→現行維持
・実費相当分に係る費用弁償の復活（H28）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

＊この欄は記入いただく必要はあり
ません。

↓
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議
会
運
営
委
員
会 

視
察
レ
ポ
ー
ト 

～
～
～
～
～
～
～ 

（
４
月
16
～
17
日
） 

◇
愛
知
県
岩
倉
市
議
会 

・
情
報
公
開
№
１
を
目
指

す
取
り
組
み
に
つ
い
て
な

ど ◇
三
重
県
鳥
羽
市
議
会 

・
通
年
会
期
の
採
用
に
つ

い
て
な
ど 

～
～
～
～
～
～
～ 

岩
倉
市
議
会
は
、
平
成

23
年
に
制
定
さ
れ
た
議

会
基
本
条
例
を
礎
に
議
会

活
性
化
に
取
り
組
ま
れ
て

き
ま
し
た
。
特
に
、
議
会

報
告
会
や
市
民
と
意
見
交

換
を
行
う
「
ふ
れ
あ
い
ト

ー
ク
」
、
災
害
発
生
時
な

ど
に
お
け
る
議
会
と
し
て

の
活
動
要
綱
の
制
定
、
ま

た
、
市
民
に
と
っ
て
傍
聴

し
や
す
い
規
則
改
正
な
ど

に
取
り
組
ま
れ
て
き
ま
し

た
。 

 

鳥
羽
市
議
会
は
、
地
方

自
治
法
に
基
づ
い
た
通
年

会
期
制
や
議
会
報
告
会
・

Ｔ
Ｏ
Ｂ
Ａ
ミ
ラ
イ
ト
ー
ク

な
ど
に
よ
る
広
報
・
広
聴

活
動
、
ま
た
、
ソ
ー
シ
ャ

ル
メ
デ
ィ
ア
や
タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
の
活
用
な
ど
幅
広

い
議
会
活
性
化
に
努
め
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
特
に
、

議
会
の
機
能
強
化
に
つ
い

て
高
い
評
価
を
得
ら
れ
て

い
ま
す
。 

両
市
議
会
で
の
各
種
取

り
組
み
を
参
考
と
し
、
本

市
議
会
で
の
有
効
性
を
見

極
め
な
が
ら
、
よ
り
開
か

れ
た
議
会
を
目
指
す
取
り

組
み
に
よ
り
、
市
民
福
祉

の
向
上
を
目
指
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。 

 

議
会
運
営
委
員
長 

福
井 

英
昭 

   


